
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 春季生活闘争の第一段目の取り組みとして重要な「賃金実態調査」について、下記の通り取り組み

ます。何かとお忙しいとは思いますが、

 

1. 対 象 者 出向以外の休職者、

2. 対象賃金 2013 年 9月分の月例賃金

3. 集 約 日 10 月 7 日（月）までに、各分会の役員に提出

2013 年

九 州 旅 客 鉄 道 労 働 組 合

鹿 児 島 地 方 本 部

発 行 責 任 者

編 集 責 任 者

春季生活闘争の第一段目の取り組みとして重要な「賃金実態調査」について、下記の通り取り組み

ます。何かとお忙しいとは思いますが、期日厳守のうえ、対象組合員のご協力をよろしく

出向以外の休職者、及び再雇用組合員と契約社員組合員は対象外とします。

月分の月例賃金（9 月 25 日支払いの給与明細書による）

）までに、各分会の役員に提出ください。 

※給与明細書が配布された

ら、忘れずに「

JR

実態等調査」に記入しよ

う！！

年 9 月 19 日〔木〕№83 

九 州 旅 客 鉄 道 労 働 組 合 

鹿 児 島 地 方 本 部 

発 行 責 任 者  江 口 洋 一 

編 集 責 任 者  徳 田 英 樹 

春季生活闘争の第一段目の取り組みとして重要な「賃金実態調査」について、下記の通り取り組み

よろしくお願い致します。 

契約社員組合員は対象外とします。 

日支払いの給与明細書による） 

※給与明細書が配布された

ら、忘れずに「JR連合・

JR 九州労組第 20 回賃金

実態等調査」に記入しよ

う！！ 


